
こ く ほ 随 想

今
年
も
、
政
府
・
与
党
内
で
の
厳
し
い
調
整
を

経
て
、
去
る
６
月
13
日
に
、
骨
太
方
針
２
０
２
５

が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
骨
太
方
針
に
お
い
て
は
、

政
府
の
財
政
運
営
の
基
本
方
針
が
示
さ
れ
る
が
、

そ
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
、
社
会
保
障
関
係
費

（
社
会
保
障
に
係
る
国
庫
負
担
）等
の
抑
制
目
標

を
示
す
、
い
わ
ゆ
る「
目
安
対
応
」で
あ
る
。
自
公

の
政
権
復
帰
後
、
目
安
対
応
が
は
じ
め
て
明
記
さ

れ
た
の
は
、
骨
太
方
針
２
０
１
５
で
あ
る
。
同
方

針
に
お
い
て
は
、「
社
会
保
障
関
係
費
の
実
質
的
な

増
加
が
高
齢
化
に
よ
る
増
加
分
に
相
当
す
る
伸
び

（
１
・
５
兆
円
程
度
）と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
経
済
・

物
価
動
向
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
基
調
を
２
０
１
８

年
度（
平
成
30
年
度
）ま
で
継
続
し
て
い
く
こ
と
を

目
安
と
し
、…
…
２
０
２
０
年
度（
平
成
32
年
度
）

に
向
け
て
、
社
会
保
障
関
係
費
の
伸
び
を
、
高
齢

化
に
よ
る
増
加
分
と
消
費
税
率
引
上
げ
と
併
せ
て

行
う
充
実
等
に
相
当
す
る
水
準
に
お
さ
め
る
こ
と

を
目
指
す
。」と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
３
年

ご
と
に
、
骨
太
方
針（
２
０
１
８
、２
０
２
１
）に

お
い
て
、
同
様
の
基
本
的
考
え
方
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

年
金
に
つ
い
て
は
、
目
安
対
応
上
、
改
定
に
よ

る
増
加
分
は
高
齢
化
に
よ
る
増
加
分
に
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
目
安
対
応
の
中
心
と
な
る
の

は
、
医
療
費
の
国
庫
負
担
額
の
抑
制
で
あ
る
。
医

療
費
の
伸
び
を
見
る
と
、
コ
ロ
ナ
前
は
、
年
間
２

～
３
％
の
伸
び
で
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
。
そ

の
要
因
を
見
る
と
、
例
え
ば
２
０
１
７
年
度
は
、

医
療
費
の
伸
び
は
２
・
２
％
、
う
ち
高
齢
化
は
１
・

２
％
、
人
口
増
▲
０
・
２
％
、
そ
の
他（
医
療
の

高
度
化
等
）１
・
２
％
と
な
っ
て
お
り
、
高
齢
化
な

ど
人
口
要
因
と
高
度
化
な
ど
そ
の
他
要
因
が
概
ね

半
々
と
な
っ
て
い
る
。
目
安
対
応
の
考
え
方
は
、

高
齢
化
に
よ
る
医
療
費
の
増
加
は
や
む
を
得
な
い

が
、
医
療
の
高
度
化
等
に
よ
る
増
加
は
適
正
化
努

力
に
よ
り
財
源
を
捻
出
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ

り
、
毎
年
、
保
険
給
付
の
見
直
し
や
薬
価
改
定
等

に
よ
り
、
対
応
し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
は
イ

ン
フ
レ
基
調
で
あ
る
。
長
年
続
い
た
デ
フ
レ
下
に

お
い
て
は
、
公
定
価
格
の
抑
制
が
可
能
で
あ
っ
た

が
、
イ
ン
フ
レ
下
に
お
い
て
は
、
公
定
価
格
に
つ
い

て
も
物
価
・
賃
金
上
昇
へ
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
骨
太
方
針
２
０
２
４
に
お
い
て
は
、

「
２
０
２
５
年
度
か
ら
２
０
２
７
年
度
ま
で
の

3
年
間
に
つ
い
て
…
…
こ
れ
ま
で
の
歳
出
改
革
努

力
を
継
続
す
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て

は
、…
…
経
済
・
物
価
動
向
等
に
配
慮
し
な
が
ら
、

各
年
度
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
す
る
。」

と
さ
れ
、
目
安
対
応
に
お
け
る
経
済
・
物
価
動
向

等
へ
の
配
慮
が
明
記
さ
れ
た
。
今
回
の
骨
太
方
針

２
０
２
５
に
お
い
て
は
、
骨
太
方
針
２
０
２
４

を
基
本
と
し
つ
つ
、
経
済
・
物
価
動
向
等
へ
の
配
慮

が
よ
り
具
体
化
さ
れ
、「
具
体
的
に
は
、
高
齢
化

に
よ
る
増
加
分
に
相
当
す
る
伸
び
に
こ
う
し
た
経

済
・
物
価
動
向
等
を
踏
ま
え
た
対
応
に
相
当
す
る

増
加
分
を
加
算
す
る
。」と
さ
れ
、
物
価
・
賃
金
上

目
安
対
応
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濵谷　浩樹
HIROKI HAMAYA

一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 
医療経済研究機構 政策推進部 
国際長寿センター客員研究員
東京海上日動火災保険株式会社 顧問
元厚生労働省保険局長
生年月日　1963年3月30日
出身地　　北海道

【学歴】
1985年  3月　東京大学法学部卒業

【職歴】
1985年  4月　厚生省入省
1999年  8月　厚生省保険局企画課
2000年  7月　厚生省大臣官房政策課
2001年  1月　�内閣官房行政改革推進事務局 

特殊法人等改革推進室企画官
2002年  8月　�厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

福祉人材確保対策官
2004年  7月　厚生労働省保険局総務課老人医療企画官
2006年  9月　�厚生労働省年金局企業年金・ 

国民年金基金課長
2008年  7月　文部科学省初等中等教育局幼児教育課長
2011年  7月　厚生労働省保険局国民健康保険課長
2012年  9月　厚生労働省保険局総務課長
2013年  7月　厚生労働省大臣官房参事官（人事担当）
2014年  7月　厚生労働省大臣官房人事課長
2015年10月　�厚生労働省大臣官房審議官 

（老健、障害福祉担当）
2016年  6月　�厚生労働省大臣官房審議官 

（医療介護連携担当）
2017年  7月　厚生労働省老健局長
2018年  7月　厚生労働省子ども家庭局長
2019年  7月　厚生労働省保険局長
2022年  6月　厚生労働省退職
2022年11月　東京海上日動火災保険株式会社 顧問
2022年12月　�一般財団法人 医療経済研究・ 

社会保険福祉協会 
医療経済研究機構 政策推進部 
国際長寿センター客員研究員

昇
に
対
応
す
る
公
定
価
格
引
上
げ
に
相
当
す
る

増
加
分
を
別
枠
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
明
確
と

な
っ
た
。

し
か
し
、
将
来
に
向
け
た
課
題
も
あ
る
。
一
つ

は
、
財
源
で
あ
る
。
骨
太
方
針
２
０
２
５
に
お
い

て
は
、「
税
収
等
を
含
め
た
財
政
の
状
況
を
踏
ま

え
」と
さ
れ
て
お
り
、
別
枠
の
財
源
と
し
て
、
税
収

の
増
加
分
の
活
用
を
想
定
し
て
い
る
が
、
来
年
以

降
も
イ
ン
フ
レ
が
続
く
場
合
に
、
財
源
を
ど
う
す

る
か
。
引
き
続
き
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
税
収
の
増

加
分
を
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
も
う
一

つ
は
、
目
安
対
応
の
指
標
で
あ
る
。
２
０
２
２
年

度
の
医
療
費
を
見
る
と
、
医
療
費
の
伸
び
は
４
・

０
％
、
う
ち
高
齢
化
は
０
・
９
％
、
人
口
増
▲

０
・
４
％
、
診
療
報
酬
改
定
▲
０
・
９
４
％
、
そ

の
他
４
・
５
％
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
後
の
反
動
で
そ
の

他
要
因
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
と
も
か
く
、

人
口
要
因
は
減
少
し
、
指
標
と
し
て
の
必
要
性
が

薄
れ
つ
つ
あ
る
が
、
高
齢
化
に
代
わ
る
、
あ
る
い

は
高
齢
化
に
加
え
る
指
標
を
ど
う
す
る
か
。

次
回
、
目
安
対
応
の
基
本
的
考
え
方
を
示
す
時

期
は
、
骨
太
方
針
２
０
２
７
で
あ
る
。
高
齢
化
の

ス
ピ
ー
ド
が
鈍
化
し
、
イ
ン
フ
レ
が
進
行
す
る
中

に
お
け
る
、
社
会
保
障
関
係
費
の
目
安
と
財
源
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
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